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-------------------------------------------------------------------------------------- 

税制改正で家計への影響は？ 

 

◆「扶養控除」の廃止・縮小と「給与所得控除」

の上限設定 

政府税制調査会では、現政権の目玉施策で

ある「子ども手当」や「公立高校授業料無償化」

などの家計支援の実施とバランスをとるため、所

得課税見直しによる増税を模索し始めています。

来年度税制改正の見直し案として浮上している

のが「一般の扶養控除の廃止」、「特定扶養控除

の縮小」と「給与所得控除の上限設定」です。 

 

◆具体的には？ 

来年度から支給が始まる予定の「子ども手当」

（中学校卒業までの子ども１人あたり月２万 6,000

円［初年度は半額］の手当）との見合いで、所得

金額から扶養親族１人あたり 38 万円を差し引く

「一般の扶養控除」の廃止はすでに固まっていま

す。また、16歳から22歳の高校生や大学生等の

特定扶養親族がいる場合に１人あたり 63 万円を

差し引く「特定扶養控除」は、公立高校の授業料

の無償化案に連動して、縮小が検討されていま

す。さらに、給与収入から一定額を差し引く「給

与所得控除」に上限を設けることで、所得税の重

要な機能である所得の再分配の効果を高めると

しています。 

 

◆増税の負担が重くなる家庭も 

これらのことを考えると、成年の扶養家族や大

学生・浪人生を抱える家庭では、「子ども手当」

や「公立高校の授業料無償化」の恩恵は受けら

れず、一般扶養控除・特定扶養控除だけが廃

止・縮小となり増税は免れないことになります。特

定扶養控除の額を仮に 38 万円に縮小した場合、

高校生の子ども２人がいる課税所得 700 万円の

家庭では、所得税で年間約 11 万 5,000 円の負

担増に、全廃した場合には約 29 万円の負担増

になるとされています。また、給与所得控除に上

限を設ければ、高額所得者はさらに負担が増え

るということになります。 

雇用や景気に不安が続く中、サラリーマン家

庭の増税を急げば、これらの控除見直しに対す

る反発は免れないでしょう。「子どもを社会全体で

育てていく」という考えは必要でしょうが、それに

伴う財源の確保については慎重な検討が求めら

れます。 

 

注目を浴びる［介護］「グリーン」「地域社

会」の３分野 

 

◆「緊急雇用対策」の柱 

政府の緊急雇用対策本部が、2010 年度３月

末までに 10 万人程度の雇用の下支えと創造を

目指す「緊急雇用対策」を正式に決定したとの

報道がありました。この対策では、困窮者や新卒

者などへの「緊急的な支援措置」と、将来的な成

長が見込まれる「介護」「グリーン」「地域社会」の

３つの重点分野における「緊急雇用創造プログラ

ム」が２本柱となっています。 

 

◆「介護分野」での雇用創造 

介護分野では「『働きながら資格を取る』介護

雇用プログラム」が創設されています。具体的に

は、地方自治体が介護施設に緊急雇用創出事

業を委託し、介護施設側は求職者と有期雇用契

約を締結、求職者は介護補助の業務を行いなが
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ら資格取得のための講座を無料で受講すること

ができるというものです。契約期間は、ヘルパー２

級を目指す場合は１年間、介護福祉士は２年間

で、雇入れ期間中の賃金と講座受講料には、委

託事業費を充てるということです。この他、「介護

職員処遇改善交付金」の周知を通じた介護職員

の処遇改善、ハローワークでの介護求人の開拓

の重点実施などからなる「介護人材確保施策の

推進」や「介護サービス整備の加速化」も行うとし

ています。 

 

◆「グリーン分野」「地域社会分野」での政策 

もう１つの「グリーン分野」とは、農林、環境・エ

ネルギー、観光などを指します。直売所や農産

品の地域ブランドの立上げ支援、太陽光発電の

施工技術者の育成などが柱となっています。また、

「地域社会分野」では、NPO 法人や社会企業家

に保育事業を任せるなどの「社会的企業」の活

用などが盛り込まれています。この「緊急雇用対

策」を契機として、これらの３分野が注目を浴びて

いきそうです。厳しい雇用情勢の中、一刻も早い

雇用の安定が望まれるところです。 

 

改正入管法成立で企業への影響は？ 

 

◆不法滞在者の減少なるか？ 

今年７月８日、現在、国内に約 13 万人いると

みられる不法滞在者の減少等を目的とした「出

入国管理及び難民認定法」の改正案が可決・成

立し、７月 15 日に公布されました。 

外国人を雇用している企業、これから雇用しよ

うと考えている企業に影響のある改正項目もあり

ますので、ぜひとも押さえておきたいところです。 

 

◆新たな在留管理制度の導入 

現在、３カ月以上日本に在留する外国人は、

外国人登録を行ったうえで「外国人登録証明書」

（2008 年末時点で約 222 万人が所有）を携帯し

なければなりませんが、改正により、これに代わっ

て「在留カード」が導入されることになりました。日

本に中長期間にわたって在留する外国人には、 

 

 

このカードの携帯義務が課されます。 

「在留カード」には、氏名、国籍、居住地などの

ほか、「外国人登録証」には記載の必要がなかっ

た「就労制限の有無」や「資格外活動許可を受

けているときはその旨」も記載が必要となります。

一般企業にとっては、就労が可能な在留外国人

であるか否かを判断しやすくなるというメリットがあ

ります。また、住居地情報を市区町村に届け出な

ければならなくなります。さらに、一定の在留資格

を有している外国人は、勤務先企業等の情報を

入国管理局へ届け出る必要もあります。そして、

企業にも、受け入れた外国人情報を国に提供す

る努力義務が課されます。公布から３年以内に

施行の予定です。 

 

◆新たな在留資格（技能実習）の創設 

これまで批判の多かった「研修・技能実習生」

の見直しも行われ、原則として、座学実習のみの

場合は「研修」という在留資格となりますが、実務

研修（OJT）を伴うものについては「技能実習」と

いう在留資格が新たに新設されました。この「技

能実習」の中には、（ａ）「講習による知識習得活

動」・「雇用契約に基づく技能等習得活動」と、

（ｂ）（ａ）の活動に従事し、技能等を修得した者が

雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務

に従事する為の活動が含まれます。 

上記（ａ）のうちの「雇用契約に基づく技能等習

得活動」と、（ｂ）の活動には、労働基準法や最低

賃金法等の労働関係諸法令が１年目から適用さ

れることとなりますので、注意が必要です。 

公布から１年以内に施行の予定です。 

 

◆その他の改正項目 

 その他、「適法な滞在者の在留期間の上限延

長（３年から５年）」、「１年以内の再入国に関して

原則として許可不要」などについても定められま

した。 

 

当事務所よりひとこと 

寒くなってきましたね。皆様お体ご自愛くださ

い。（弊所 HP 年内リニューアルとなりそうです…） 

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！ 
人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。 


